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平成 29 年 ５ 月 31 日（水曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ４２ 　号）

　　　　選挙管理委員会
○石川県公職選挙事務執行規程の一部改正 　１

○石川県国民審査事務執行規程の一部改正 　１

○政治資金規正法の規定による少額領収書等の写しの開

　示に関する規程の一部改正 　２

石川県選挙管理委員会告示第35号

　石川県公職選挙事務執行規程（昭和30年石川県選挙管理委員会告示第３号）の一部を次のように改正する。

　　平成29年５月31日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

　第５条中「 令 第 一 条」を「 令 第 一 条 の 三」に改める。

　第８条中「 毎 年 三 月 ︑ 六 月 ︑ 九 月 及 び 十 二 月 の 各 月 の 二 日（ 法 第 二 十 二 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 登 録 の 日 を

変 更 し た 場 合 は ︑ そ の 登 録 の 日） 又 は 法 第 二 十 二 条 第 二 項 若 し く は 法 第 二 十 六 条 の 規 定」を「 法 第 二 十 二 条 第 一 項 若

し く は 第 三 項 又 は 法 第 二 十 六 条 の 規 定」に改める。

　第１号様式中「第２項」を「第252条」に、「第１条」を「第１条の３」に改める。

　第６号様式（その１）中

「
名 簿 登 録 日 年　　月　　日 名 簿 縦 覧 期 間 年　月　日から　年　月　日まで

」
を

「
名 簿 登 録 日 　　年 　 　 　 月 　 　 　 日　　

」
に改め、

同様式（その２）中

「
名簿登録を必要とした選挙 被登録資格決定基準日 名 簿 登 録 日 名 簿 縦 覧 期 間

　　年　月　日執行何選挙 　　年　　月　　日　　 年　月　日 年　月　日から　年　月　日まで
」

を

「
名簿登録を必要とした選挙 被登録資格決定基準日 名 簿 登 録 日

　　年　月　日執行何選挙 　　年　　 月　　 日　　 　　年　　 月　　 日　　
」

に改める。

　　　附　則

　この規程は、平成29年６月１日から施行する。

石川県選挙管理委員会告示第36号

　石川県国民審査事務執行規程（昭和30年石川県選挙管理委員会告示第４号）の一部を次のように改正する。

　　平成29年５月31日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

　第14条中「 令 第 二 十 条」を「 令 第 十 九 条 第 一 項」に改める。

　第15条中「 氏 名 等」を「 令 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 氏 名 等」に改め、同条の次に次の１条を加える。

（ 退 官 等 し た 場 合 に お け る 掲 示 様 式）

第 十 五 条 の 二 　 法 第 十 四 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 掲 示 は ︑ 別 記 第 七 号 の 二 様 式 に 準 じ て す る も の と す る ︒

目　　　　　　　　　　　次

選 挙 管 理 委 員 会
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２ 　 法 第 十 四 条 の 二 第 四 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 掲 示 は ︑ 別 記 第 七 号 の 三 様 式 に 準 じ

て す る も の と す る ︒

　別記第７号様式備考を次のように改める。

　 備 考 １ 　 氏 名 に は ︑ ふ り が な を つ け る こ と ︒

　 　 　 ２  　 審 査 に 付 さ れ る 裁 判 官 と し て 氏 名 及 び 最 高 裁 判 所 裁 判 官 に 任 命 さ れ た 年 月 日 が 同 一 で あ る 者 が 二 人 以 上 あ

る 場 合 に は ︑ 中 央 選 挙 管 理 会 の 定 め る と こ ろ に よ り ︑ 当 該 同 一 氏 名 の 者 を 区 別 す る に 足 り る 事 項 を 記 載 す る

欄 を 設 け な け れ ば な ら な い ︒

　別記第７号様式の次に次の２様式を加える。

第 七 号 の 二 様 式

　 注 　 意

　  　 最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 に お い て ︑ 投 票 用 紙 に 審 査 に 付 さ れ る 裁 判 官 と し て そ の 氏 名 が 印 刷 さ れ

た 者 の う ち ︑ 次 の 者 は 最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 法 第 五 条 第 三 項（ 第 五 条 第 五 項）（ 第 五 条 の 三 第 一 項）

に 規 定 す る 場 合 に 該 当 し ︑ 審 査 に 付 さ れ な い こ と と な っ た た め ︑ 次 の 者 の 上 の × を 書 く 欄 に は 何 も 書

か な い で く だ さ い ︒

　 　 　 　 平 成 　 　 　 年 　 　 　 月 　 　 　 日

何 市（ 町）（ 村） 選 挙 管 理 委 員 会 　

氏 　 　 　 　 　 　 　 名 備 　 　 　 　 　 考

←
→

お
お
む
ね

 1
0
㎝

おおむね 50㎝

備 考 　 氏 名 に は ︑ ふ り が な を つ け る こ と ︒

第 七 号 の 三 様 式

　 注 　 意

　  　 最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 に お い て ︑ 投 票 用 紙 に 審 査 に 付 さ れ る 裁 判 官 と し て そ の 氏 名 が 印 刷 さ れ

た 者 の う ち ︑ 次 の 者 は そ の 氏 名 に 変 更 が 生 じ ま し た ︒ 投 票 用 紙 に は ︑ 変 更 前 の 氏 名 が 印 刷 さ れ て い ま

す ︒

　 　 　 　 平 成 　 　 　 年 　 　 　 月 　 　 　 日

何 市（ 町）（ 村） 選 挙 管 理 委 員 会 　

投 票 用 紙 に 印 刷 さ れ た 氏 名 変 更 後 の 氏 名

←
→

お
お
む
ね

 1
0
㎝

おおむね 50㎝

備 考 　 氏 名 に は ︑ ふ り が な を つ け る こ と ︒

　　　附　則

　この規程は、平成29年６月１日から施行する。

石川県選挙管理委員会告示第37号

　政治資金規正法の規定による少額領収書等の写しの開示に関する規程（平成22年石川県選挙管理委員会告示第110

号）の一部を次のように改正する。

　　平成29年５月31日
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石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

　別記様式第３号を次のように改める。

別記様式第３号（第４条関係）

年　　月　　日　　

少額領収書等の写しに係る提出命令期間の延長について

　石川県選挙管理委員会委員長　殿

 国会議員関係政治団体の名称　　

 会計責任者の氏名　　　　　　　

　少額領収書等の写しに係る提出命令（　　年　　月　　日付け第　　号）により通知のありましたことについて、

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条の16第７項及び第８項並びに政治資金規正法施行規則（昭和50年自

治省令第17号）第19条第１項の規定に基づき、提出期間の延長を申出いたします。

記

１　延長を求める期間　30日間

２　命令があった日　　　　　　年　　月　　日

３　延長を求める理由

　⑴　□　選挙期間中であるため（第１号に該当）

　　　公職の候補者の氏名

　　・選挙の種類

　　　　□　衆議院議員総選挙　　□　参議院議員通常選挙

　　　　□　その他（以下に具体的に記入してください。）

　⑵　□　提出期間を延長することにつき正当な事由があるため（第２号に該当）

　　　　　（事務の状況その他の事情）

　　　　　

　　　附　則

　この規程は、平成29年６月１日から施行する。
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